
鳥取県 LED 照明器具への買換え応援事業に係る執行団体公募要領 

 

 

１ 目的 

エネルギー価格高騰の影響による家庭のエネルギー費用負担の軽減及び温室効果ガスの削減を図るた

め、家庭内の消費電力量割合の大きい照明器具を省電力な LED 器具への買換えを応援する事業として、間

接補助事業を実施することとしており、その補助事業者（執行団体）を募集するもの。 

 

２ 事業スキーム 

鳥  取  県  

申請 ↑ ↓ 補助    補助率 １０／１０以内  

執  行  団  体    本公募の対象 

申請 ↑ ↓ 補助    補助率 定額（上限あり）  

間 接 補 助 事 業 者  

  

３ 事業の内容 

別添「鳥取県 LED 照明器具への買換え応援事業補助金に係る申請受付等業務内容について」のとおりと

する。 

 

４ 事業実施期間 

  交付決定日から令和９年３月１２日（金）まで 

 

５ 補助金の交付要件等 

（１）補助額 

本補助金の補助額は２５０，０００，０００円を上限とし、その内訳は以下のとおり。 

ア 事務費（公募から補助金執行等に係る一連の事務費等）：上限３５，０００，０００円 

イ 事業費（間接補助事業者への補助額）：上限２１５，０００，０００円 ※見込申請数 10,000 件以上  

    補助金の交付決定額は、調整のうえ決定することとし、精算払いを原則とするが、県が業務の円滑な遂行

のために必要と認める場合は、概算払いも認める。 

 

（２）経費区分 

経費区分 内容 補助率 

事務費 間接補助事業者の公募及び審査等一連の補

助金執行事務処理に要する経費 

１０／１０ 

補助事業費

（補助金） 

間接補助事業者が既存の照明器具から LED

照明器具への買換えに要する費用（製品価格

が補助対象。工事費等除く。） 

定額 

（製品価格により変動あり） 

 

６ 応募に関する事項 

（１）資格要件 

ア 単独事業者による応募 

次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（ア） 法人格を有すること。 

（イ） 鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所（以下「県内事業所」という。）等を有していること。

ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。 

（ウ）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 



（エ） 本要領の交付開始日から本業務の応募申請書の提出日までの間のいずれの日においても、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく民事再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

（オ） 共同事業体の構成員でないこと。 

（カ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に掲げる暴力 

団又は暴力団若しくはその構成員の利益になる活動を行う法人等（暴力団員であることを知りながら、次の

a から f までのいずれかの事実があるものをいう。）でないこと。 

a 暴力団員を経営幹部とすること。 

b 暴力団員を雇用すること。 

c 暴力団員を代理人又は受託者等として使用すること。 

d 暴力団員が経営幹部となっている個人又は法人に委託業務を再委託すること。 

e 暴力団員に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えること。 

f 経営幹部が暴力団員と密接な交際をすること。 

（キ） 都道府県税、法人税並びに消費税及び地方消費税に未納がない法人等であること。 

（ク） 鳥取県との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。 

イ 共同事業体による応募 

構成団体が共同して本業務に携わり、それぞれの得意分野で実力を最大限に発揮することでより効果的、

効率的に運営することが可能な場合は、共同事業体による応募を可能とし、その共同事業体は、次に掲げる

要件の全てを満たすものとする。 

（ア） 共同事業体のすべての構成事業者が法人格を有し、代表事業者が応募に係る手続の一切を行うこと。 

（イ） 共同事業体の全ての構成事業者が（１）の（イ）から（ク）までの条件を全て満たしていること。 

（ウ） 各構成事業者が、単独で応募する事業者又は他の共同事業体の構成事業者でないこと。 

 

（２）応募に係るスケジュール 

ア 公募期間                令和８年１月２３日（金）から同年２月１３日（金）まで 

イ 質問提出期限                 令和８年１月３０日（金）午後５時１５分まで 

ウ 質問に対する回答           令和８年２月３日（火） 

エ 応募表明書提出期限         令和８年２月６日（金）午後５時１５分 

オ 応募申請書提出期限         令和８年２月１３日（金）午後５時１５分 

カ 審査会（書面）     令和８年２月中旬 

キ 執行団体の決定及び結果通知   令和８年２月中旬 

ク 交付申請及び決定、事業の着手  令和８年２月中旬 

 

（３）質問書の提出 

  当公募に関する質問がある場合は、様式第１号により電子メールにより令和８年１月３０日（金）午後５時１５分

までに提出すること。 

 

（４）応募表明書の提出 

ア 応募表明書（様式第２号）の提出は、様式第３号（資格確認書）を添えて令和８年２月６日（金）午後５時１５

分までに９の場所に持参又は郵送により提出すること（ファクシミリ又は電子メールによる提出は受け付けな

い）。共同事業体での応募の場合は、様式第３号は様式第３－２号を用いることとし、様式第４号（同意書）

を添えること。 

なお、郵送による場合は、書留郵便（親展と明記すること。）又は民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する

特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの（親展と

明記すること。）により、提出期限までに必着のこととし、あわせて電話連絡すること。また、持参による提出

の場合は、提出期限までの日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）



に規定する休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までに限り受け付ける。 

 

イ 応募申請書の提出 

アの応募表明書を提出期限までに提出した者であって、本事業に係る応募をする者は、様式第５号から

第７号までの書類を添えて、令和８年２月６日（金）から同年２月１３日（金）午後５時１５分までに９の場所に持

参又は郵送により 5 部提出すること（ファクシミリ又は電子メールによる提出は受け付けない）。 

なお、郵送による場合は、書留郵便（親展と明記すること。）又は民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する

特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの（親展と明

記すること。）により、提出期限までに必着のこととし、あわせて電話連絡すること。また、持参による提出の場

合は、提出期限までの日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規

定する休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までに限り受け付ける。 

 

７ 審査方法等 

審査は、事業提案書に基づき実施し、必要に応じてヒアリングを行うこととする。その場合、開催日時及び場

所等については別途通知する。その他は次のとおり。 

（１）事業提案書の評価は、鳥取県LED照明器具への買換え応援事業補助金に係る申請受付等業務プロポー

ザル審査会において、あらかじめ提出された事業提案書を、各審査委員が審査基準に基づき審査項目につ

いて個別に評価採点し、その点数を合計する方法により提案者の得点（合計点）を算出するとともに、順位点

の方法（各審査委員の評価採点により付けられた順位をそのまま点数とし、その点数の合計の値の少ない方

から提案者の順位を付ける方法）による採点を行うものとする。ただし、これらの方法による順位の結果が異な

る場合は、順位点の方法による順位を優先し、同点の提案者が複数となった場合には、審査委員の合議によ

り順位を決定する。 

 

（２）上記（１）により最も優れた順位を得た者を補助事業者とする。ただし、合計点が５５点未満の者は選

定しないものとする。また、補助事業者以外の者についても、順位付けを行う。 

 

審査項目 審査内容 配点 係数 

(１)業務執行体制 本業務を確実に遂行するための十分な人員体制、発注

者との連携体制が確保されているか 
１５ ×１ 

(２)業務遂行能力 各提案内容のスケジュール管理体制について、明確か

つ具体的に構成されており、実現性に無理はないか 
１０ ×１ 

間接補助事業者に対して、事業内容や参加条件等が

理解出来るよう工夫しているか 
１０ ×３ 

県民が判りやすく、利用しやすいサイト（イメージ）となっ

ているか 
１０ ×３ 

(３)広報啓発能力 事業内容を的確に踏まえ、明確かつ具体的に提案され

ているか 
１５ ×１ 

その他、本業務の成果を高めるための独自の提案・工

夫がみられるか 
１０ ×１ 

(４)情報発信力 効率的・効果的な広報計画となっているか １０ ×１ 

影響力のある媒体を選択しているか １０ ×１ 

(５)経費の妥当性 事務費について、必要となる経費等を過不足なく考慮

し、適切に積算が行われ、上限額を考慮した提案価格

となっているか。 

１０ ×２ 

 

 



（３）審査結果の通知、公表 

審査結果は、文書で提案者全員に通知し、その概要をインターネットの鳥取県生活環境部脱炭素社会推進

課ホームページ（https://www.pref.tottori.lg.jp/datsutanso/）に公表するものとする。 

 

８ 補助金交付申請書の提出と事業開始 

 審査結果の通知により、補助事業者として決定通知を受けた者は、受領後、速やかに県に交付申請書を提出

し、県からの交付決定通知書を受領した後に事業開始となる。 

  

９ 書類の提出先及び問合せ先 

〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２２０番地 

鳥取県生活環境部脱炭素社会推進課  温暖化対策担当 

電話 ０８５７－２６－７８７５／ファクシミリ ０８５７－２６－８１９４ 

電子メール datsutanso@pref.tottori.lg.jp 

 

１０ その他 

（１）次のいずれかに該当する場合は、提出された応募申請書を無効とする。 

ア ６（１）の参加資格のない者から応募申請書が提出された場合。 

イ 虚偽の記載がなされた応募申請書が提出された場合。 

ウ ６（４）の応募表明書の提出が提出期限までにない者から応募申請書が提出された場合及び受付期間の

最終日の午後５時１５分を過ぎて提出された場合。 

エ 審査の公平性を害する行為があった場合。 

オ ５（１）に示す予算額を超える応募申請書が提出された場合。 

（２）参加費用等 

本公募の参加に係る経費は参加者の負担とする。 

（３）その他 

  ア 補助金については、県予算の範囲内で交付し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）及び補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５

５号）の規定によるほか、交付要綱、実施要領、公募要領に定めるところによることとする。 

  イ 補助事業に関する制作物の著作権及び複製権は全て本県に帰属するものとする。 

 


